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被災労働者に対する緊急健康診断事業の実施について

東自本大震災では、多数の被災者が生じ、厚生労働省において、被災者に対するさ

まざまな支援対策を実施しているところである。

今般、下記により岩手県、宮城県及び福島県内の 300人未満の中小事業場の労働

者を対象に「被災労働者に対する緊急健康診断事業J(以下「事業j という。)を公益

社団法人全密労働衛生団体連合会(以下「受託者Jという。)に委託して実施するこ

ととなったので通知する。

貴局においては、本事業について受託者と連携の上、関係者への周知に努めるとと

もに潤合せ等に適切に対応し、その実施について遺漏なきを期されたい。

言己

1 事業実施場所岩手県、宮城県及び福島県内

2 事業実施期間 平成23年 7月から 10月末までの間

3 事業実施体制

事業実施体制は、受託者である全国労働衛生団体連合会のもと、健康診断は別添ち

らしの「問合せ・申込受付先Jに掲げる機関が実施するものであること。

なお、これら以外の一部の地域の健診機関等においても実施可能となる予定である

こと。

4 受診費用無料

5 その他留意事項等

(1)本事業により実施する健康診断は、労働安全衛生法第 66条に基づき事業者が

実施する健康診断ではないこと。

( 2)健康診断の項目として、一般定期健康診断と問じ項目及びストレスチェックを

実施することとしており、労働安全衛生規則と同じ省略基準及び受診者の希望

により省略を可能としていること。

( 3 )詳細については別添ちらしを参照すること。



「被災労働者に対する緊急健康診断J(無料)のお知らせ

3月118に発生した東日本大震災では多数の事業場、労働者が被災しました。

震災によるストレス、過労等の心身の負担により、被災地の労働者に健康障害が生じることが懸念ざれて

います。

このため、 gうの健康に不安を感じる労働者の健康健保を図るため、闘が、震災の被災地域の中小事業場

の労働者を対象に、無料の健康診断を実施することになりました。この健康診断を利用して健康確保を図っ

てください。

なお、この健康診断は、健康診断機穏の全国組織である全国労働衛生団体連合会が国から委託を受けて実

施するものです。費用は無料です。

1対 象 者 岩手察、 E宮城県、福島県の規模300人未満の中小著書業場の労働者の方です。

2申 込 み 原買Ijとして著書業場単伎で申し込みを受け付けます(労働者個人の申し込みにも対

Jitします)。下記の健康診断機関に申し込んでくだ泣い。

3申込受付簸隠 平成23年7月から10月末日です。(予算に絞りがありますので、予定数に達した

持点で受付けを終了させていただきます。)

4健康診断の日時、場所 健康診断機関拐当者が事業場担当者と打ち合わせをし、予め健診日時、場所等を

決定します。

健康診断は際財として事業場lこ赴いて実施します。また、津波被讐等により事業

場施設が利用できない場合には、被害を受けなかった周辺の公共施設等において

集合健康診断を実施します。健康診断機関の施設で受診を希望する場合にも対応

します。

[問合せ・申込受付先]

岩手県 (財)岩手県予防医学協会

宮城県 (財)杜の都産業保健会

(財)宮城県成人病予妨協会

福島県 (財)福島県労働保健センター

日19-638-7185 総合企臨諜

022-251-7261 健診企薗部

022-375-7112 業務部

024-554-1133 事業推進部

公益社団法人

全国労働衛生団体連合会
http://www _ zeneiren _ or _ jp 

TEL 03 -5442 -5934 



緊急健康診断の内容

1 霊霊祭診滋の内容

健康診断の内容は、次の項目及びストレスチェックです。

既主主歴及び業務歴の調査

自覚症状及び他覚症状の有無の検査

身長、体重、腹困、視力及び聴力の検査

胸部エックス線検査

血圧の測定

貧血検査

肝機能検査

血糖検査

尿検査

医師による診察

医師による診察

身長・体重・腹囲の計測

遠方視力検査、聴め検査(1000及び4000Hz)

胸部レン

血圧測定

血色素量、赤血球数

AS丁、 AL丁、 y-GiP

TG、ト~DL-C、 LDL-C

血糖値

尿糖、成蛋白

心電図検査 I 12誘導心電図検査

ストレスチ工ツク |チェックシートによる検査(希望者のみ)

※上記項目は労働安全衛生規則の一般定期健康診断(第44条第 1項)と同じ項目です(ストレス

チ工ツクを除く)。

労働安全衛生規則の省略基準に準じて省路可能です。

本人の希望により一部¢検査項目を受診しないことも可能です。

2 ストレスチヱツクについて

¢希望者に対しストレスチzックを実施します(事業所単位に受診する労働者を対象)。

②ストレスチェックlま厚生労働省が開発した「職業性ストレス簡易調査票Jを使用して実施します。

3 総黙の殺さき

この健康診断は、労働安全衛生法第66条に基づき事業者が実施する健康診断ではありません。健康診断

結果及びストレスチェック結果は本人にのみ通知します。




